
新旧対照表別紙 

 

別紙 1「【参集基準】」（P18） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2「⑸ 幹部職員等の参集が困難な場合の対応」（P19） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

体 制 参 集 基 準 

①危機情報収集体制 行政監理分野、防災・都市安全分野担当職員が参

集 

②危機管理等対策会議体制 危機管理等対策会議の構成員 

区長、副区長、教育長、政策室長、経営室長、

危機管理担当部長、都市政策推進室長、地域支

えあい推進室長、区民サービス管理部長、子ど

も教育部長、健康福祉部長、保健所長、環境部

長、都市基盤部長、教育委員会事務局次長、政

策室副参事（広報担当）、経営室副参事（経営

担当）、経営室副参事（行政監理担当）、都市

基盤部（防災・都市安全担当）の職にある者 

③ 区国民保護対策本部体制 

④ 災害対策本部体制 

全ての区職員が本庁又は出先機関等に参集 

代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位）  代替職員（第４順位） 
副区長 副区長 教育長 経営室長 



別紙 3「⑹ 区対策本部の代替機能の確保」（P19） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

別紙 4「【収集・報告すべき情報】」（P27） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 
   ① 氏名 

   ② フリガナ 
   ③ 出生の年月日 

   ④ 男女の別 
   ⑤ 住所（郵便番号を含む。） 
   ⑥ 国籍 
   ⑦ ①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場 
    合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。） 

   ⑧ 負傷（疾病）の該当 
⑥ ⑨ 負傷又は疾病の状況 

⑩ 現在の居所 
   ⑪ 連絡先その他必要情報 

⑫ 親族・同居者への回答の希望 

⑬ 知人への回答の希望 

⑭ 親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答又は公表の同意 
 ２ 死亡した住民 
   （上記①～⑦に加えて） 
   ⑧ 死亡の日時、場所及び状況 

⑬ ⑨ 遺体が安置されている場所 

⑩ 連絡先その他必要事項 

⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対する回答への同意 

 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 
   ① 氏名 
   ② 出生の年月日 

   ③ 男女の別 
   ④ 住所 
   ⑤ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 
   ⑥ ①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場 
    合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。） 

   ⑦ 負傷や疾病の有無 
⑧ 負傷又は疾病の状況 

⑨ 現在の居所 
   ⑩ 連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

⑪ 安否情報の提供に係る同意の有無等 
 ２ 死亡した住民 
   （上記①～⑥、⑩に加えて） 
   ⑫ 死亡の日時、場所及び状況 

⑬ 死体の安置場所 

⑭ 安否情報の提供に係る配偶者等の同意の有無等 

 

第１順位 もみじ山文化センター本館 中野区中野２－９－７ 
第２順位 新井区民活動センター 中野区新井３－１１－４ 



別紙 5「【生活関連等施設の種類及び所管省庁】」（P37） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民保護 
法施行令 

各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 

  １号  発電所、変電所   経済産業省 
  ２号  ガス工作物   経済産業省 
  ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

  厚生労働省 

  ４号  鉄道施設、軌道施設   国土交通省 
  ５号  電気通信事業用交換設備   総務省 
  ６号  放送用無線設備   総務省 
  ７号  水域施設、係留施設   国土交通省 
  ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 
  国土交通省 

  ９号 ダム   国土交通省 
  10号 危険物質等（国民保護法施行令第28条）の取扱所 

第２８条   １号  危険物   総務省消防庁 

  ２号  毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）   厚生労働省 
  ３号  火薬類   経済産業省 

  ４号  高圧ガス   経済産業省 
  ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。）   原子力規制委員会 
  ６号  核原料物質   原子力規制委員会 
  ７号  放射性同位元素（汚染物質を含 

 む。） 

  原子力規制委員会 

  ８号  毒薬・劇薬（薬事法）   厚生労働省、農林水産省 
  ９号  電気工作物内の高圧ガス   経済産業省 
  10号  生物剤、毒素   各省庁（主務大臣） 
  11号  毒性物質   経済産業省 

 

国民保護 
法施行令 

各号 施設・物質の種類 所管省庁名 

第２７条 

  １号  発電所、変電所   経済産業省 
  ２号  ガス工作物   経済産業省 
  ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

  厚生労働省 

  ４号  鉄道施設、軌道施設   国土交通省 
  ５号  電気通信事業用交換設備   総務省 
  ６号  放送用無線設備   総務省 
  ７号  水域施設、係留施設   国土交通省 
  ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 
  国土交通省 

  ９号 ダム   国土交通省 
  10号 危険物質等（国民保護法施行令第28条）の取扱所 

 

第２８条   １号  危険物   総務省消防庁 

  ２号  毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）   厚生労働省 
  ３号  火薬類   経済産業省 

  ４号  高圧ガス   経済産業省 
  ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。）   文部科学省、経済産業省 
  ６号  核原料物質   文部科学省、経済産業省 
  ７号  放射性同位元素（汚染物質を含 

 む。） 

  文部科学省 

  ８号  毒薬・劇薬（薬事法）   厚生労働省、農林水産省 
  ９号  電気工作物内の高圧ガス   経済産業省 
  10号  生物剤、毒素   各省庁（主務大臣） 
  11号  毒性物質   経済産業省 

 



別紙 6「【危機管理等対策会議の構成等】」（P41） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都

警察

消防

自衛隊

 
その他関係機関

 

区長 

副区長 

教育長 

関係部長、統括管理者

迅速な情報収集・提供

全庁的な情報の収集、対応策
の検討等にあたる



別紙 7「■指定公共機関」（資料編 P4） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本赤十字社 

(東京都支部 

中野区地区） 

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救護物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

郵便事業㈱ 

中野支店 

中野北支店 

郵便の確保 

東京電力㈱ 

荻窪支社 

電力の安定的な供給 

東京ガス㈱ 

中央支店 

ガスの安定的な供給 

㈱ＮＴＴ東日本 

東京北 

１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施の必要な通信の優先的取扱い 

東日本旅客鉄道㈱ 

(中野駅､東中野） 

 

西武鉄道㈱ 

(鷺ノ宮、都立家政、

野方、沼袋、新井薬

師前の各駅） 

京王電鉄バス㈱ 

中野営業所 

東京地下鉄㈱ 

中野坂上駅務区 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本赤十字社 

東京都支部 

中野区赤十字奉仕団

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救護物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

日本郵便㈱ 

中野郵便局 

中野北郵便局 

郵便の確保 

東京電力㈱ 

荻窪支社 

電力の安定的な供給 

東京ガス㈱ 

中央支店 

ガスの安定的な供給 

東日本電信電話㈱ 

東京北支店 

１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施の必要な通信の優先的取扱い 

東日本旅客鉄道㈱ 

(中野駅､東中野駅）

 

西武鉄道㈱ 

(鷺ノ宮、都立家政、

野方、沼袋、新井薬

師前の各駅） 

京王電鉄バス㈱ 

中野営業所 

東京地下鉄㈱ 

中野坂上駅務区 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

 



別紙 8「■その他の機関等」（資料編 P5） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

関東バス㈱ 

丸山営業所 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

東京都柔道整復師会

中野支部 

接骨救護に関すること。 

㈱ジェイコム中野 
警報及び避難の指示(警報の解除及び避難の指示の解除を含む。)の内容並びに

緊急通報の内容の放送 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

関東バス㈱ 

丸山営業所 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

中野区接骨師会 接骨救護に関すること。 

㈱シティテレビ中野
警報及び避難の指示(警報の解除及び避難の指示の解除を含む。)の内容並びに

緊急通報の内容の放送 

 



別紙 9「【指定行政機関】」（資料編 P6） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 担 当 部 署 所在地 

内閣府 大臣官房総務課 千代田区永田町 1-6-1 

国家公安委員会 連絡先は警察庁と同様 千代田区霞が関 2-1-2 

警察庁 警備局警備企画課 千代田区霞が関 2-1-2 

金融庁 総務企画局政策課 千代田区霞が関 3-2-1 

消費者庁 総務課 千代田区永田町 2-11-1 

総務省 大臣官房総務課 千代田区霞が関 2-1-2 

総務省消防庁 国民保護・防災部防災課国民保護室 千代田区霞が関 2-1-2 

法務省 大臣官房秘書課広報室 千代田区霞が関 1-1-1 

公安調査庁 総務部総務課 千代田区霞が関 1-1-1 

外務省 総合外交政策局人権人道課 千代田区霞が関 2-2-1 

財務省 大臣官房総合政策課政策推進室 千代田区霞が関 3-1-1 

国税庁 長官官房総務課 千代田区霞が関 3-1-1 

文部科学省 大臣官房総務課法令審議室 千代田区霞が関 3-2-2 

文化庁 長官官房政策課 千代田区霞が関 3-2-2 

厚生労働省 
大臣官房厚生科学課 

健康危機管理・災害対策室 
千代田区霞が関 1-2-2 

農林水産省 大臣官房食料安全保障課 千代田区霞が関 1-2-1 

林野庁 連絡先は農林水産省と同様 千代田区霞が関 1-2-1 

水産庁 連絡先は農林水産省と同様 千代田区霞が関 1-2-1 

経済産業省 大臣官房総務課 千代田区霞が関 1-3-1 

資源エネルギー庁 総合政策課 千代田区霞が関 1-3-1 

中小企業庁 事業環境部経営安定対策室 千代田区霞が関 1-3-1 

国土交通省 危機管理室 千代田区霞が関 2-1-3 

国土地理院 総務部総務課 茨城県つくば市北郷 1 

観光庁 総務課 千代田区霞が関 2-1-3 

気象庁 総務部企画課 千代田区大手町 1-3-4 

海上保安庁 総務部国際・危機管理官 千代田区霞が関 2-1-3 

環境省 大臣官房総務課 千代田区霞が関 1-2-2 

原子力規制庁 原子力災害対策・核物質防護課 港区六本木 1-9-9 

防衛省 運用企画局事態対処課 新宿区市谷本村町 5-1 

 

（29 機関） 

名   称 担 当 部 署 所在地 

内閣府 大臣官房総務課 千代田区霞が関３－１－１ 

国家公安委員会 連絡先は警察庁と同様 千代田区霞が関２－１－２ 

警察庁 警備局警備企画課 千代田区霞が関２－１－２ 

金融庁 総務企画局政策課 千代田区霞が関３－１－１ 

総務省 大臣官房総務課 千代田区霞が関２－１－２ 

総務省消防庁 国民保護・防災部防災課国民保護室 千代田区霞が関２－１－２ 

法務省 大臣官房秘書課広報室 千代田区霞が関１－１－１ 

公安調査庁 総務部総務課 千代田区霞が関１－１－１ 

外務省 大臣官房総務課危機管理調整室 千代田区霞が関２－２－１ 

財務省 大臣官房総合政策課企画官室 千代田区霞が関３－１－１ 

国税庁 長官官房総務課 千代田区霞が関３－１－１ 

文部科学省 
大臣官房文教施設企画部施設企画課 

防災推進室 
千代田区丸の内２－５－１ 

文化庁 連絡先は文部科学省と同様 千代田区丸の内２－５－１ 

厚生労働省 社会・援護局総務課 千代田区霞が関１－２－２ 

農林水産省 総合食料局食料企画課 千代田区霞が関１－２－１ 

林野庁 連絡先は農林水産省と同様 千代田区霞が関１－２－１ 

水産庁 連絡先は農林水産省と同様 千代田区霞が関１－２－１ 

経済産業省 大臣官房総務課 千代田区霞が関１－３－１ 

資源エネルギー庁 総合政策課 千代田区霞が関１－３－１ 

中小企業庁 長官官房参事官室 千代田区霞が関１－３－１ 

原子力安全・保安院 企画調整課 千代田区霞が関１－３－１ 

国土交通省 危機管理室 千代田区霞が関２－１－３ 

国土地理院 総務部総務課 茨城県つくば市北郷１ 

気象庁 総務部総務課 千代田区大手町１－３－４ 

海上保安庁 総務部国際・危機管理官 千代田区霞が関２－１－３ 

環境省 大臣官房総務課 千代田区霞が関１－２－２ 

防衛省 運用企画局事態対処課 新宿区市谷本村町５－１ 

 

（27 機関） 



別紙 10「【指定地方行政機関】」（資料編 P7） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 担 当 部 署 所在地 

関東総合通信局 総務課 
東京都千代田区九段南 1-2-1 

九段第 3合同庁舎 

関東財務局 総務部総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 

東京税関 
総務部総務課 

総務第一係 

東京都江東区青海 2-7-11 

東京港湾合同庁舎 

関東信越厚生局 総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 7階 

東京労働局 総務課 
東京都千代田区九段南 1-2-1 

九段第 3合同庁舎 

関東農政局 企画調整室 
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 

関東森林管理局 企画調整課 群馬県前橋市岩神町 4-16-25 

関東経済産業局 総務企画部総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 

関東東北産業保安監督部 管理課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 

関東地方整備局 企画部防災課計画係 
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 

関東運輸局 

総務部安全防災・危機

管理調整官 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

横浜第 2合同庁舎 総務部安全・防災危機

管理課安全第一係長 

東京航空局 
総務部安全企画・保安

対策課 

東京都千代田区九段南 1-1-15 

九段第 2合同庁舎 

東京航空交通管制部 総務課 埼玉県所沢市並木 1-12 

東京管区気象台 総務部業務課 東京都千代田区大手町 1-3-4 

第三管区海上保安本部 総務部総務課 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

関東地方環境事務所 総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2 

明治安田生命さいたま新都心ビル 18F 

北関東防衛局 
企画部地方協力基盤

整備課 

埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 

 

名   称 担 当 部 署 所在地 

関東総合通信局 総務課 
東京都千代田区丸の内 1-6-1 

丸の内センタービル５Ｆ 

関東財務局 
関東財務局 

総務部総務課 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

東京税関 
総務部 

総務課総務第一係 

東京都江東区青海 2-56 

東京港湾合同庁舎 

関東信越厚生局 総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館７階 

東京労働局 総務課 東京都文京区後楽 1-7-22 

関東農政局 企画調整室 
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎２号館 

関東森林管理局 企画調整室 群馬県前橋市岩神町 4-16-25 

関東経済産業局 総務企画部総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

関東東北産業保安 

監督部 
管理課 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館１１階 

関東地方整備局 
企画部 

防災調整第一係 

埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎２号館 

関東運輸局 

総務部安全防災・危

機管理調整官 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

横浜第２合同庁舎 総務部総務課安全

防災・危機管理係長 

東京航空局 
総務部 

国空保安対策課 
東京都千代田区九段南 1-1-15 

東京航空交通管制部 総務課 埼玉県所沢市並木 1-12 

東京管区気象台 総務部総務課 東京都千代田区大手町 1-3-4 

第三管区海上保安本部 総務部総務課 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 

関東地方環境事務所 総務課 

埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2 

明治安田生命さいたま新都心ビル 18F 

 

北関東防衛局 総務部総務課 
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 

さいたま新都心合同庁舎２号館 

 



別紙 11「【東京都（警察・消防を含む）】」（資料編 P8） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 所  在  地 電   話 

警視庁第四方面本部 中野区中野 4-12-2 (3581)4321 

中野警察署 中野区中央 4-4-3（仮庁舎） (5342)0110 

野方警察署 中野区中野 4-12-1 (3386)0110 

東京消防庁第四消防方面本部 新宿区大久保 3-14-26 (3209)0119 

中野消防署 中野区中央 3-25-3 (3366)0119 

野方消防署 中野区丸山 2-21-1 (3330)0119 

中野消防団 中野区中央3-25-3 中野消防署内 (3366)0119 

野方消防団 中野区丸山2-21-1 野方消防署内 (3330)0119 

第三建設事務所 中野区中野 4-8-1 (3387)5132 

水道局中野営業所 中野区中野 1-5-7 (5925)2921 

下水道局西部第一下水道事務所 中野区新井 3-37-4 (5343)6200 

交通局小滝橋自動車営業所 中野区東中野 5-30-2 (3368)7977 

交通局都庁前駅務管理所 新宿区西新宿 2-8-1 (5322)0255 

 



別紙 12「【指定公共機関】」（資料編 P8） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 13「【指定地方公共機関】」（資料編 P8） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

別紙 14「【その他の機関】」（資料編 P8） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

名   称 所  在  地 電   話 

中野区医師会 中野区中野 2-27-17 (3384)1335 

東京都中野区歯科医師会 中野区中野 2-14-17 (3382)1487 

中野区薬剤師会 中野区中野 1-15-7 (5330)8934 

東京都トラック協会中野支部 中野区弥生町 2-52-8-202 (3384)3275 

 

名   称 所  在  地 電   話 

東京都柔道整復師会中野支部 中野区中央 3-3-11 (3227)0730 

中野区社会福祉協議会 中野区中野 5-68-7 (5380)0751 

東京商工会議所中野支部 中野区新井 1-9-1 (3389)1241 

㈱ジェイコム中野 中野区中野 2-14-21 (5340)5133 

 

名   称 所  在  地 電   話 

日本赤十字社東京都支部中野区地区 中野区中野 4-8-1 (3228)8093 

日本郵便㈱中野郵便局 中野区中野 2-27-1 (3383)8821 

日本郵便㈱中野北郵便局 中野区丸山 1-28-10 (5380)9742 

㈱ NTT 東日本-南関東 東京北支店 新宿区新宿 1-33-13 (3352)3262 

東京電力㈱荻窪支社 杉並区南荻窪 4-40-11 (6375)7339 

東京ガス㈱中央支店 目黒区目黒 3－1－3 (5722)2602 

東日本旅客鉄道㈱中野駅 中野区中野 5-31- 1 (5385)6843 

京王電鉄バス㈱営業部 府中市府中町 1-9 042 (352)3724 

東京地下鉄㈱中野坂上駅 中野区本町 2-48-2 (3372)2752 

西武鉄道㈱上石神井駅管区 練馬区上石神井 1-2-45 (3920)1142 

 



別紙 15「情報連絡系統図」（資料編 P12） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   都多重無線 

   デジタル防災行政無線（移動系） 

   防災行政無線（固定系） 

 

東京都災害対策本部 

中野区災害対策本部 都機関 
特別区（22 区） 

災害対策本部 

避難所 

区民活動センター 

警察署 

消防署 

中野区医師会 

中野区歯科医師会 

中野区薬剤師会 

中野駅 

鷺ノ宮駅 

東京電力㈱荻窪支社 

中野区保健所 

すこやか福祉センター 

中野区清掃事務所 

中野ボランティアセンター

東京工芸大学 

明治大学 

帝京平成大学 

警察署 

消防署 

消防団 

国・都・私立学校 

区立体育館 

公園・スポーツ事務所 

図書館・資料館 

高齢者会館 

福祉関係施設 

区立児童館 

区立・私立保育園 

区立・私立幼稚園 

中野区医師会 

その他関係機関 

地域防災会 

区  民  等 

戸別受信機 

戸別受信機 

屋外拡声子局 

 

 
 

  東京都災害対策本部  

 

 

  特別区(２２区)

 災害対策本部 

  中野区災害対策本部   都機関  

 

 

 

 

  社会福祉協議会  

 
区立児童館・区立保育園

 福祉施設・社会教育施設

 

  避難所  

 
 消防団（団長、分団長）

 医師会医療救護班 

 東京電力㈱  (荻窪支社)

 東日本旅客鉄道㈱ 

 東京地下鉄㈱ 

 京王バス東㈱ 

 関東バス㈱ 

 警察署 

消防署 

中野区医師会 

中野区歯科医師会

中野区薬剤師会 

 

戸

  拡声子局                          別

                                   受

                                   信

                                   機

 区民  

 

  地域防災会 

 戸別受信機 

  民間協力団体(６団体)  

  都多重無線 

  防災行政用無線・地域防災系 

  防災行政用無線・固定系 

 



別紙 16「救援の程度及び方法の基準」（資料編 P17） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 4 月 1日現在 平成 20 年 4 月 1日現在 

対　　象 費用の限度額 備　　考

避難所

の設置

避難住民又は武力攻撃災害によ

り現に被害を受け、若しくは被

害を受けるおそれのある者を収

容するもの

　(基本額)

避難所設置費

１人１日当り　３２０円以内

　(加算額)

冬期(10-3月)

　別に定める額を加算した額

１　費用は、避難所の設置、維持及び管理の

ための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物

の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購

入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費

２　福祉避難所を設置した場合は、通常の実

費を加算

長期避

難住宅

の設置

（収容する期間が長期にわたる

場合、又は長期にわたるおそれ

がある場合には、長期避難住宅

を設置し、収容可）

１　規格

　１戸当り　２９.７㎡（９坪）

　を標準とする。

２　限度額　１戸当り

　　２,６２１,０００円以内

３　設置費

　　(基本額)１人１日当り

　　　　　３２０円以内

　　(加算額)

　　冬期(10-3月)

　　　別に定める額を加算した額

１　長期避難住宅の設置、維持及び管理のた

めの賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の

使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入

費、光熱水費

２　一団で概ね５０戸以上設置した場合、集

会等施設を設置可。規模、費用は別に定め

る。

３　生活に特別な配慮を要する高齢者等を複

数収容するため、老人居宅介護等向きの構

造・設備を有する施設を設置可

４　これに代えて賃貸住宅、宿泊施設等の居

室の借上げにより収容可

避難指示解除後又は武力攻撃災

害により新たに被害を受けるお

それがなくなった後、武力攻撃

災害により住家が全壊、全焼又

は流失し、居住する住家がない

者であって、自らの資力では住

宅を得ることができないもの

１　規格

　１戸当り　２９.７㎡（９坪）

　を標準とする。

２　限度額　１戸当り

　　２,５３０,０００円以内

１　一団で概ね５０戸以上設置した場合、集

会等施設を設置可。規模、費用は別に定め

る。

２　生活に特別な配慮を要する高齢者等を複

数収容するため、老人居宅介護等向きの構

造・設備を有する施設を設置可

３　これに代えて賃貸住宅、宿泊施設等の居

室の借上げにより収容可

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与

１　避難所に収容された者

２　武力攻撃災害により住家に

被害を受けて炊事できない者

３　避難指示に基づき又は武力

攻撃災害により住家に被害を受

け避難する必要のある者

１人１日（３食）当り

　　　　１,０８０円以内

１　主食、副食及び燃料等経費

２　被災者が直ちに食することができる現物

による

飲料水

の供給

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により現に飲料水を得

ることができない者

当該地域における通常の実費

水の購入費、給水又は浄水に必要な機械又は

器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品

又は資材の費用

１　季別、世帯区分により一世帯当

たり下表の額の範囲内

２　季別は、夏季(4-9月)及び冬季と

し、給与等日をもって決定

次の品目の範囲内で現物

　イ　被服、寝具及び身の回り品

　ロ　日用品

　ハ　炊事用具及び食器

　ニ　光熱材料

根拠

法令
救援の種類

Ⅰ

収

容

施

設

の

供

与

避

難

所

応

急

仮

設

住

宅

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により、生活上必要な

被服、寝具その他生活必需品を

喪失又は損傷し、直ちに日常生

活を営むことが困難な者

Ⅱ

炊き出し

その他に

よる食品

の給与及

び飲料水

の供給

Ⅲ

被服、寝具その他

生活必需品の給与

又は貸与

7,700円

以内

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

季

別

夏

冬

世帯人数

　６人以上

１人増す

ごとに加算

18,300

円以内

23,500

円以内

34,600

円以内

41,500

円以内

52,600

円以内

11,000円

以内

30,200

円以内

39,200

円以内

54,600

円以内

63,800

円以内

80,300

円以内



               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医　療

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により医療の途を失っ

た者

　(応急的処置)

１　救護班による場合

　使用した薬剤、治療材料、破損医

療器具修繕費等の実費

２　病院又は診療所による場合

　国民健康保険の診療報酬額以内

３　施術所による場合

　協定料金の額以内

○　救護班における実施が原則

○　急迫時やむを得ない場合は、病院若しく

は診療所又は施術所（マッサージ、はり等）

における医療の実施可

○次の範囲内で実施

　１　診療

　２　薬剤又は治療材料の支給

　３　処置、手術その他の治療及び施術

　４　病院又は診療所への収容

　５　看護

助　産

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により助産の途を失っ

た者

１　救護班等による場合

　使用した衛生材料等の実費

２　助産師による場合

　慣行料金の８０/１００以内の額

○次の範囲内で実施

　１　分べんの介助

　２　分べん前及び分べん後の処置

　３　脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支

給

　４　病院又は診療所への収容

　５　看護

避難指示解除後又は武力攻撃災

害により新たに被害を受けるお

それがない場合で、次の者の捜

索、救出

武力攻撃災害により

１　現に生命、身体が危険な状

態にある者

２　生死不明の状態にある者

当該地域における通常の実費
舟艇その他救出のための機械、器具等の借上

費又は購入費、修繕費及び燃料費

武力攻撃災害の際死亡した者

一体当り

　大人

　　　２０８,７００円以内

　小人

　　　１６７,０００円以内

○死体の応急的処理程度ものを行う

○原則として棺又は棺材の現物をもって行う

○次の範囲内で実施

　１　棺（附属品を含む。）

　２　埋葬又は火葬

　　　（賃金職員等雇上費を含む。）

　３　骨つぼ又は骨箱

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により、通信手段を

失った者

当該地域における通常の実費

○電話、インターネットその他必要な通信設

備を避難所に設置し、避難住民等に利用させ

ることにより実施

○　消耗器材費、器物の使用謝金、借上費又

は購入費、設備設置費及び通信費

①

避難指示解除後又は武力攻撃災

害により新たに被害を受けるお

それがなくなった後、武力攻撃

災害により住家が半壊、半焼

し、自らの資力では応急修理を

することができない者

１世帯当り

　　 　５６７,０００円以内

○居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小

限度の部分に対して実施

○現物をもって実施

②

避難指示に基づく避難又は武力

攻撃災害により学用品を喪失又

は損傷し、就学上支障のある小

学校児童・中学校生徒、高等学

校等生徒

１　教科書代

○小中学校児童・生徒

　教科書及び教科書以外の教材で、

教育委員会に届け出又はその承認を

受けて使用している教材実費

○高等学校等生徒

　正規授業で使用する教材実費

２　文房具費及び通学用品費

　小学校児童

　　１人当たり　４,２００円

　中学校生徒

　　ｌ人当たり　４,５００円

　高等学校等生徒

　　ｌ人当たり　４,９００円

○避難指示が長期間解除されない場合又は武

力攻撃災害が長期間継続している場合は、必

要に応じ再実施可

○小学校児童・中学校生徒

　特別支援学校の小学部児童、中学部生徒及

び中等教育学校前期課程生徒を含む

○高等学校等生徒

　高等学校（定時・通信制含む。）、中等教

育学校後期課程、特別支援学校の高等部、高

等専門・専修・各種学校の生徒

埋葬及び火葬

Ⅶ
電話その他の通信

設備の提供

Ⅷ

武力攻撃災害を受

けた住宅の応急修

理

学用品の給与

Ⅳ

医

療

の

提

供

及

び

助

産

Ⅴ
被災者の捜索

及び救出

Ⅵ



               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死体の

捜索

避難指示解除後又は武力攻撃災

害により新たに被害を受けるお

それがない場合、武力攻撃災害

により現に行方不明の状態にあ

り、かつ、各般の事情によりす

でに死亡していると推定される

者

当該地域における通常の実費
舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上

費又は購入費、修繕費及び燃料費

死体の

処理

武力攻撃災害の際死亡した者

の、死体に関する処理（埋葬を

除く｡）

１　洗浄､縫合、消毒等

　　一体当り　３,４００円以内

２　一時保存

　○一時収容の既存建物借上費

　　通常の実費

　○既存建物以外

　　一体当り　５,３００円以内

　

　※ドライアイス購入費等必要時

　　当該地域の通常実費加算可

３　救護班以外による検案実施

　　当該地域の慣行料金の額以内

○　次の範囲で実施

　１　死体の洗浄、縫合、消毒等の措置

　２　死体の一時保存

　３　検案（原則として救護班において実

施）

④
障害物

の除去

避難指示解除後又は武力攻撃災

害により新たに被害を受けるお

それがなくなった後、居室、炊

事場生活に欠かせない場所又は

玄関に障害物が運びこまれてい

るため一時的に居住できない状

態にあり、かつ自らの資力では

除去できない者

一世帯当り

　　　１３４,３００円以内

ロープ、スコップその他除去のため必要な機

械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃

金職員等雇上費等

当該地域における通常の実費

１　飲料水の供給

２　医療及び助産

３　被災者捜索、救出

４　死体捜索、処理

５　救済用物資の整理配分

参考

※４ 救援を実施する都道府県知事は、上記基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣に対し、特別基準の設定につい

て意見を申し出ることができる。

救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費

※１ この表は、国民保護法施行令第１０条第１項に基づき、内閣総理大臣が定めた「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律による救援の程度及び方法の基準（平成25年内閣府告示第229号）」（以下「基準告示」という。）において示されている内容を

整理したものである。

※２ 根拠法令欄のローマ数字は、国民保護法第７５条第１項各号の号数を、○数字は国民保護法施行令第９条各号の号数を示している。

Ⅷ

③

死

体

の

捜

索

及

び

処

理

武力攻撃

によって

住居又は

その周辺

に運ばれ

た土石、

竹木等

で、日常

生活に著

しい支障

を及ぼし

ているも

のの除去

※３ 上記基準によっては救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣が特別基準を定める。

国民保護法第75条（救援の実施）

第3項 救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

国民保護法施行令第10条（救援の程度、方法及び期間）

第1項 法第75条第3項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第3条第1項

の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。

第2項 法第75条第3項に規定する救援の期間は、法第74条の規定による指示[救援の指示]があった日（法第75条

第1項ただし書の場合[救援を要し指示を待たずに救援を実施した場合]にあっては、その救援を開始した

日）から内閣総理大臣が定める日までとする。



別紙 17「救急医療機関一覧表」（資料編 P29、30） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中野消防署                           （平成 27 年 4 月 1日現在） 

医療機関名 所在地 電話 管理者 診療科目 病床数 

中野総合病院 中央 4-59-16 (3382)1231
理事長 

池澤康郎 

内科、外科、小児科、

皮膚科、整形外科、耳

鼻咽喉科、眼科、婦人

科、泌尿器科、形成外

科、脳神経外科、精神

神経科、麻酔科、神経

内科、放射線科 

一般 

２５１ 

療養 

３２ 

東京警察病院 中野 4-22-1 (5343)5611
院長 

白井徹郎 

総合診療内科、腎代謝

科、血液内科、循環器

科、消化器科、呼吸器

科、リウマチ科、神経

科、小児科、外科、整

形外科、形成・美容外

科、美容外科、脳神経

外科、皮膚科、泌尿器

科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ科、放射線科、麻酔

科、救急科、病理診断

科 

一般 

４１５ 

中野共立病院 中野 5－44－7 (3386)3166
理事長 

山田 智 

内科、呼吸器内科、消

化器内科、人工透析内

科、外科、リハビリテ

ーション科、放射線科 

一般 

１１０ 

 

中野消防署   （平成 20年 4月 1日現在） 

医療機関名 所在地 電話 管理者 診療科目 病床数 

中野総合病院 中央 4-59-16 (3382)1231
理事長 

池澤康郎 

内科、外科、小児科、

皮膚科、整形外科、耳

鼻咽喉科、眼科、婦人

科、泌尿器科、形成外

科、脳神経外科、精神

神経科、麻酔科、神経

内科、放射線科 

一般 

２５１ 

療養 

３２ 

佼 成 病 院 弥生町 5-25-15 (3383)1281
院長 

林 茂一郎

内科、消化器内科、外

科、小児科、皮膚科、

整形外科、産婦人科、

耳鼻咽喉科、眼科、泌

尿器科、形成外科、歯

科、脳神経外科、循環

器内科、精神科、ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、

内視鏡ｾﾝﾀｰ、腎ｾﾝﾀｰ、

緩和ケア科、病理科、

老年科、麻酔科 

一般 

３３１ 

療養 

３２ 

東京警察病院 中野 4-22-1 (5343)5611
院長 

森 憲二 

内科、循環器科、消化

器科、呼吸器科、リウ

マチ科、神経科、小児

科、外科、整形外科、

形成外科、美容外科、

脳神経科・脳卒中ｾﾝﾀ

ｰ、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻

咽喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科、放射線科、麻酔科、

救急科、病理診断科 

一般 

４３１ 

 



               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野方消防署   （平成 20 年 4月 1日現在） 

医療機関名 所在地 電話 管理者 診療科目 病床数 

中野江古田病院 江古田 4－19－9 (3387)7321 
院長 

相澤純雄 

内科、外科、耳鼻咽喉

科、循環器科、眼科、

歯科、皮膚科、泌尿器

科 

一般 

９２ 

療養 

８１ 

横畠外科胃腸科

病院 
新井 2－6－1 (3389)2531 

院長 

横畠徳行 

外科、内科、整形外科、

肛門科、胃腸科、リハ

ビリテーション科 

一般 

３７ 

ルカ病院 野方 3－6－1 (3389)2315 
院長 

竹内 隆 

内科、外科、整形外科、

小児科、放射線科、胃

腸科、循環器科 

一般 

３０ 

慈生会病院 江古田 3－15－2 (3387)5421 
院長 

竹下 公矢

内科、外科、整形外科、

眼科、歯科、小児科、

皮膚科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科、形成外科、

婦人科、呼吸器科、循

環器科、消化器科、心

臓血管外科、精神科、

麻酔科、病理診断科、

放射線科、リハビリテ

ーション科 

一般 

１６１ 

療養 

１０４ 

 

野方消防署   （平成 27年 4月 1日現在） 

医療機関名 所在地 電話 管理者 診療科目 病床数 

中野江古田病院 江古田 4－19－9 (3387)7321
院長 

加藤賢一郎

内科、外科、整形外科、

循環器内科、耳鼻咽喉

科、歯科、皮膚科、泌

尿器科、リハビリテー

ション科 

一般 

９２ 

療養 

８１ 

横畠病院 新井 1－38－6 (3389)2531
院長 

横畠徳行 

外科、内科、消化器外

科、消化器内科、整形

外科、肛門外科、リハ

ビリテーション科 

一般 

３７ 

総合東京病院 江古田 3－15－2 (3387)5421
院長 

渡邉貞義 

内科、外科、整形外科、

眼科、歯科口腔外科、

小児科、皮膚科、耳鼻

咽喉科、泌尿器科、形

成外科・美容外科、婦

人科、呼吸器内科、呼

吸器外科、循環器内

科、消化器内科、消化

器外科、心臓血管外

科、心療内科、麻酔科、

放射線科、リハビリテ

ーション科 

一般 

３４３ 

 



別紙 18「中野区広域避難場所配置図」（資料編 P31） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 19「中野区広域避難場所配置図」（資料編 P32） 

               変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域避難場所 所在地 

区域

面積

（㎡）

避難有

効面積

（㎡）

地区割当 避難計画

人口 

（人）

一人当たり 

避難有効面積

（㎡／人） 

最遠 

距離 

（km） 
区 町丁 

町丁

数

新宿中央公園・高層ビル群一帯 新宿区西新宿 352,047 182,169

新宿区 西新宿４～５、８丁目、３丁目の一部 4

65,498 2.78 1.4 渋谷区 本町３丁目 1

中野区 本町１～３丁目、弥生町１丁目、３丁目の一部 5

百人町三・四丁目地区 新宿区百人町 249,086 120,115
新宿区

高田馬場３～４丁目、百人町３～４丁目、１～２

丁目の各一部、北新宿１～４丁目 
10

69,803 1.72 1.3 

中野区 中央１丁目、東中野１丁目 2

江古田の森公園一帯 中野区江古田 165,225 82,158

中野区
丸山１～２丁目、江原町１～３丁目、江古田２～

４丁目、沼袋１～２、４丁目、野方４、６丁目
13

60,327 1.36 1.5 

練馬区
豊玉中１～４丁目、豊玉南１～３丁目、豊玉北５

～６丁目 
9

哲学堂公園一帯 

新宿区西落合、

中井 

中野区上高田、

松が丘 

197,297 79,082

新宿区
上落合３丁目、西落合１～４丁目、中井１～２丁

目、中落合３～４丁目 
9

78,038 1.01 1.8 
中野区

江古田１丁目、松が丘１～２丁目、上高田１～５

丁目、新井５丁目、中野６丁目、東中野３丁目
11

豊島区 南長崎４～６丁目 3

コーシャハイム中野弥生町・立正

佼成会大聖堂一帯 

中野区弥生町 

杉並区和田 
144,359 50,889

中野区 南台３～５丁目、弥生町６丁目 4
32,027 1.59 0.8 

杉並区 方南２丁目、和田１～２丁目 3

中野区役所一帯 
中野区中野 

杉並区高円寺北
223,748 89,834

中野区
新井１～２丁目、中央２～５丁目、中野１～５丁

目、東中野２丁目、本町６丁目、野方１丁目 
14

88,664 1.01 1.9 

杉並区 高円寺南５丁目、高円寺北１丁目 2

公社鷺宮西住宅一帯 中野区白鷺 75,831 25,627
中野区

上鷺宮１、３丁目、鷺宮１～４丁目、白鷺２～３

丁目 
8

25,119 1.02 1.4 

杉並区 下井草２丁目 1

平和の森公園一帯 中野区新井 97,072 46,947 中野区
若宮１丁目、沼袋３丁目、新井３～４丁目、大和

町１～４丁目、野方２～３、５丁目 
11 37,513 1.25 1.7 

東京大学附属中等教育学校一帯 中野区南台 48,612 17,365 中野区 南台１～２丁目、弥生町３丁目の一部 3 8,225 2.11 0.4 

都立武蔵丘高校一帯 中野区上鷺宮 57,145 15,956 中野区 鷺宮５～６丁目、上鷺宮２、４～５丁目 5 13,758 1.16 0.6 

白鷺一丁目地区 
中野区白鷺、若

宮 
99,714 32,104

中野区 若宮２～３丁目、白鷺１丁目 3

25,757 1.25 1.4 
杉並区

阿佐谷北６丁目、下井草１丁目、本天沼１～２丁

目 
4

落合中央公園 新宿区上落合 81,754 33,522
新宿区 上落合１～２丁目、中落合１丁目 3

20,761 1.61 1.0 
中野区 東中野４～５丁目 2

本町五丁目公園一帯 
中野区本町、弥

生町 
65,705 32,128 中野区 本町４～５丁目、弥生町２、４～５丁目 5 22,996 1.40 0.6 



別紙 20「国民保護避難所一覧」（資料編 P33） 

変更前                              変更後 
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別紙 21「避難所資機材倉庫標準配備一覧」及び「防災用資機材配備状況一覧（避難所配備分除く）」（資料編 P38） 

変更前                              変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資機材名 型式 配備数 配備先 備考 

発電機 

12kw １台 中野区役所 都防災無線用 

28kw ２台 中野区役所 給水対策用 

1,100Ｗ・1,400Ｗ 15 台 各区民活動センター 無線設備非常用電源 

1,000Ｗ・1,100Ｗ・1,400Ｗ・

1,700Ｗ 
12 台 各防災広場ほか 防災井戸用電源 

ウォータータンク 1,259ℓ 12 基 

弥生公園 

みずのとう公園 

江古田の森公園 

給水対策用 

（車載運搬用） 

医療資材 7点セット 16 組 備蓄倉庫ほか 医療救護用 

医療救急セット 
 

50 組 
医療救護班 

(中野区医師会) 
〃 

テント 5.4×3.6 15 張 備蓄倉庫ほか 〃 
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資機材名 配備数 資機材名 配備数 

揚水機(手動式６t/h) １台 角型容器(ポリタンク 20ℓ) 50 個 

組立水槽(１t) １基 組立水槽(1.5t) １基 

小型発電機(2,100Ｗ・2,300Ｗ・2,500Ｗ・2,800Ｗ) １台 投光器セット(300W×３) １組 

組立式煮炊レンジセット（２斗釜[約 36ℓ]） ２組 浄水機（手動式１t/h） １台 
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避難所資機材倉庫標準配備一覧 

防災用資機材配備状況一覧（避難所配備分除く） 
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     施設名  所在地  数量

1  多田小学校防災倉庫  南　台3-44- 9 1

2  第二中学校備蓄倉庫  本　町5-14- 1 1

3  第十中学校備蓄倉庫  中　央1-41- 1 1

4  谷戸小学校防災倉庫  中　野1-26- 1 1

5  中野区医師会館  中　野2-27-17 1

6  区庁舎Ｂ２倉庫  中　野4- 8- 1 1

7  中央中学校防災倉庫  中　野4-12- 7 1

8  第五中学校備蓄倉庫  上高田4-28- 1 1

9  上高田小学校防災倉庫  上高田5-35- 1 1

10  第七中学校防災倉庫  江古田2- 9-11 1

11  北原小学校防災倉庫  野　方6-30- 6 1

12  鷺宮小学校防災倉庫  鷺　宮3-31- 4 1

13  上鷺宮小学校備蓄倉庫  上鷺宮1-24-36 1

 13                 計

 

№ 地域 施 設 名 所 在 地 備 蓄 場 所 

1 南中野 南中野中学校 南 台５-22-17 備蓄倉庫 

2 弥 生 向台小学校 弥生町１-25-１ 備蓄倉庫 

3 東 部 第十中学校 中 央１-41-１ 備蓄倉庫 

4 鍋 横 第二中学校 本 町５-25-１ 備蓄倉庫 

5 桃 園 中野中学校跡施設 中 野１-57-12 備蓄倉庫 

6 昭 和 桃園第二小学校 中 野６-13-１ 備蓄倉庫 

7 東中野 第三中学校 東中野５-12-１ 備蓄倉庫 

8 上高田 第五中学校 上高田４-28-１ 備蓄倉庫 

9 新 井 中野中学校 中 野４-12-３ 備蓄倉庫 

10 江古田 第七中学校 江古田２-９-11 備蓄倉庫 

11 沼 袋 緑野中学校 丸 山１-１-19 備蓄倉庫 

12 野 方 
野方三丁目防災広場 

（都立中野工業高等学校分） 
野 方３-６ 備蓄倉庫 

13 大 和 第四中学校 若 宮１-１-18 備蓄倉庫 

14 鷺 宮 第八中学校 鷺 宮４-７-３ 備蓄倉庫 

15 上鷺宮 北中野中学校 上鷺宮５-７-１ 備蓄倉庫 

16 医師会 中野区医師会館 中 野２-27-17 医師会館内 
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